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          令和８年４月版 

八王子市立いずみの森義務教育学校 

生活指導部 
 

 

【 生活のきまり Ⅰ期（１～４年）】 

 

１ 学校生活  
（１）登校 
〇８時１５分から８時２０分の間に登校しましょう。（８時より前に登校してはいけません。） 

○８時２５分に教室で出欠確認します。 ＊８時２５分以降の登校は遅刻となります。 

○通学路や交通ルールを守りましょう。 

＊信号を見て、横断歩道を渡りましょう｡青でも車や自転車などに、気を付けましょう。 

＊広がって歩いたり、騒いだりしません。 

〇学校に必要のないお金や物は､ 持って来ません。 

〇忘れ物に気付いても､ 家にもどりません｡ 

○買い食い、寄り道はしてはいけません。 

〇動きやすい服装で登校しましょう。 

 

（２）朝の時間 
〇友達や先生にすすんで挨拶しましょう。 

〇学習用具を机の中に入れて、授業の準備をしましょう。 

〇朝会のある日は、荷物を片付けてから整列し、移動しましょう。 

 

（３）授業時・校内での過ごし方  

○始業の開始時刻には着席していましょう。 

〇友達同士で、物の貸し借りはしません。 

〇廊下は､ 右側を静かに歩きましょう｡  

〇教室の移動では、先生の指示に従って、列になり、右側を静かに歩きましょう。 

〇階段や廊下では遊べません｡ 

〇火災報知機や、オレンジ色の防火扉には､ 絶対にさわりません｡ 

〇他の学級に入るときは、必ず、担任の先生に許可をもらいましょう。 

〇職員室に用事のある人は、ドアをノックし挨拶をして、クラスと名前を名乗り、用件を言いましょう。 

 

（４）休み時間・昼食（給食）時・昼休み 

〇教室に居残るときは、担任の先生に言いましょう。 
○中休み、昼休みは、予鈴で遊びを止め、すぐに教室に戻りましょう。 

〇遊び場所では、他の人たちのことも考えて､ 公平に使用しましょう｡ 

〇遊び場所がない日は、教室内で静かに過ごしましょう｡ 

○給食配膳時は、全員がマスクを着用し、ランチマットを敷いて食べます。 

 

（５）チャイム 

○決められた時間に鳴ります。それ以外は鳴りませんので、時計を見て時間に余裕をもって行動しましょう。 
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２  身だしなみ 

（１） 服装 

動きやすく清潔感のある身だしなみで学校生活を過ごしましょう。 

柔軟剤など、香りがきつい場合、それによって気分が悪くなる人もいます。お互いに気をつけましょう。 

①通学用の靴は運動靴（体育の授業で履ける物）とします。上履きは、足の甲が隠れ、底が滑りにくい物を

使用します。甲とかかとの部分に記名をしてください。 

      ○緊急時の大事故を防ぐためと、身だしなみの観点から、かかとを踏みつぶさないでください。 

      ○指定の履き物以外のものを履かなければならない場合は、その理由を保護者が連絡帳などで届出を

し、学校の許可を得てください。 

 

②上履き・傘を忘れた場合は申し出て借りることができます。    

      ○上履きは、自宅で洗ってから返却してください。 

      ○傘は干して完全に乾かしてから返却してください。 

 

（２） 頭髪 

 前髪は長いと目に入り、視力低下の原因にもなります。また、後ろ髪は人や物に引っかかって思わぬ事故になる

こともあるので、束ねる等して気を付けましょう。 

 

３  持ち物について  

（１）学習に必要がないもの（不要物）は持って来ないこと。 

  ○漫画・雑誌・カードゲーム類、携帯情報端末（スマホ、タブレットなど）、ゲーム機器、音楽プレーヤーなど

は、持ち込まないでください。 

  ○スマホや携帯電話などの持ち込みは原則禁止です。事情がある場合は、申請書を提出してください。 

○アクセサリー類は装着しないでください。 

  ○お菓子、ジュース類などの飲食物は持ち込まないでください。 

  ○水筒は持ってきても構いません。中身は、水かお茶を基本としています。 

 

（２）筆箱 

○箱型で、1本 1本の鉛筆がしっかり収まるものを使います。 

  ○鉛筆（Bか２B）を 5本、赤鉛筆を 1本、消しゴム１つ（シンプルもの）を入れます。 

（３）給食時 

○配膳中は全員がマスクを着用します。 

○ランチマットを自分の机に敷きます。 

 

（４）所持品には必ず記名をしてください。 

  ○上履き、傘、学用品にも記名をしてください。間違いを防ぎます。 

  ○遺失物、拾得物は速やかに先生に届け出てください。 
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４ 下校時・下校後 
〇下校時刻は授業終了１５分後です。下校時刻を守りましょう。 

〇必ず通学路を通って帰りましょう。 

〇下校の途中で､ 友達の家に寄ったり､ 遊んだりしません｡ 

〇同じ方向へ帰る友達と誘い合って､ 一人では帰らないようにしましょう｡ 

〇週末は、上履き、体育着を持ち帰りましょう。  

〇学校からの連絡を必ず家の人に伝えましょう｡ 

〇家を出るときは、必ず家の人に「どこに」「だれと」「何をしに」そして「何時に帰る」を伝えましょう。  

〇公園､ 広場､ 友達の家などで過ごすのは、3月から 10月は 5時まで､11月から 2月は 4時までです｡その時

刻には､家に帰りましょう｡(夕焼けチャイムに合わせましょう。)  

〇まわりの人のことを考え、みんなが楽しく過ごせるようにマナーを守って過ごしましょう。 

 （図書館、市民センターや公園など） 

〇お金を持って遊びません。（トラブルの原因になります。） 

〇友達に物をあげたり、友達から物をもらったりしません。 

〇子供だけで多くの人が集まるような場所には行きません。 

〇自転車をひとりで乗ることができるのは、3年生の自転車教室が終わってからです。それまでは、お家の方が

一緒の時に乗りましょう。乗る際はヘルメットを着用しましょう。 

〇キックボード、ローラースケート、一輪車などは遊び道具です。事故が増えています。道路では乗れません。

使ってもよい安全な場所で使いましょう。 

〇忘れ物は原則取りに来ません。緊急で取りに来る必要がある時は、保護者の方と一緒に来ましょう。取りに来

る際は正面玄関から入り、職員室に行き、担任の先生に声をかけ、一緒に教室に行きましょう。土日は業務を

行っておりません。 

 
 

 

 

保護者の皆様へのお願い 

 

〇登校時刻､帰宅時刻などについて､ 各ご家庭でお話ください｡ 

〇欠席する場合は､ ８：００までに担任へご連絡ください｡その際は「C4th Home＆School連絡システム」を

ご利用ください｡電話連絡は、ご遠慮ください｡ 

〇１８：３０～翌７：３０までのお電話は自動音声システムでの対応になりますので、個別におつなぎすること

はできません。 

〇震度 5弱以上の地震が起きた場合は、保護者の引き取りをお願いします。 

〇災害避難時のための｢防災頭巾｣を持たせてください｡(形、大きさは自由です。） 

〇夏(5時)､ 冬(4時)を過ぎても外遊びしている児童を見かけた場合､ 帰宅をうながす言葉を一声かけてくださ

い。子供が危険な目にあったり、あいそうになったりした時は、迷わずすぐに 110番通報をしてください。 

〇遅刻、早退するときの登下校には、 必ず教室まで保護者が付き添うようにしてください。(事務室前 正門玄

関をご利用ください。） 

〇水筒（水かお茶。氷を入れても構いません。）を持たせるときは、衛生管理に気を付けてください。 

〇携帯電話の持ち込みは原則禁止です。事情がある場合は所定の用紙で申し込んでください。（別紙参照） 

〇授業に必要のない物品は学校に持ってこないことになっています。持ち込んでしまった場合は、保護者の方に

取りに来ていただく場合があります。 

〇学習に支障が出るような髪型や服装（動きやすさ、袖や裾の長さ、肌の露出等に配慮）にならないようお願い

します。 

〇髪を染める、髪を脱色する、装飾品（イヤリング、ネックレス、ミサンガなど）を身に着ける

ことは禁止としています。  

 


